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Ⅰ 研究の目的

現在、ＬＤ、ＡＤＨＤ等、特別な支援を必要とする児童生徒に対して、正しい理解に基づく適切な対応

が求められ、各学校においては、特別支援教育校内委員会の設置やコーディネーターの指名をはじめとし

て、それぞれの学校の実情に応じた校内体制の構築と個々のニーズに応じた指導が推進されてきている。

しかし、小学校においては特別支援教育校内体制が整備され、特別な支援が必要な児童に対する適切な

対応がなされてきてはいるものの、中学校・高等学校においては、それらの生徒に対する十分な理解と適

切な対応がなされていないケースが見られる。この理由としては、教職員の特別支援教育に関する理解が

十分ではないとともに、担任に任せればよいという意識があると考えられる。また、ＬＤ、ＡＤＨＤ等に

起因する問題への対応のみならず、二次的な障害としての学業不振、問題行動の顕著化等への対応が求め

られるものの、効果的な指導や校内体制を組むことが難しいことも理由であると考えられる。

こうした状況を改善していくためには、中学校・高等学校においてＬＤ、ＡＤＨＤ等の障害理解を深

めるとともに、これまで各校において、生徒指導や学習指導等の推進のために作り上げてきた既存の校内

体制を活用し、共通理解を基に特別支援教育の校内体制として確立することが必要である。

そこで、本研究では、中学校・高等学校におけるＬＤ、ＡＤＨＤ等の生徒に対する具体的な教育的支

援についての検討、実践等をとおして、特別支援教育校内体制の在り方を明らかにしようとするものであ

る。

Ⅱ 研究仮説

中学校・高等学校において、既存の校内体制を活用・発展したＬＤ、ＡＤＨＤ等の生徒に対する

具体的な教育的支援について手だてを作成し実践すれば、特別支援教育校内体制の在り方が明らか

となり、ＬＤ、ＡＤＨＤ等の生徒への十分な理解と適切な対応がなされるであろう。

Ⅲ 研究の年次計画

この研究は、平成17年度から平成18年度にわたる２年次研究である。

第１年次（平成17年度）

・県内の中学校・高等学校における特別支援教育校内体制の現状と課題の把握

・特別支援教育にかかわる校内体制作りを推進していくための既存の校内体制の活用と発展の在

り方についての手だての作成

第２年次（平成18年度）

・中学校・高等学校における既存の校内体制の活用・発展を基にした特別支援教育校内体制の在

り方についてのまとめ

Ⅳ 本年度の研究内容と方法

１ 研究の目標

研究協力校において、既存の校内体制活用・発展を基にした「中学校・高等学校における特別

支援教育校内体制構築のための手引き」による指導実践を行い、中学校・高等学校における特別

な教育的支援を必要とする生徒に対する指導の在り方を明らかにする。

２ 研究の内容と方法

(1) 指導実践推進計画に基づく第二次実践（指導実践）

指導実践推進計画案に基づき、手だて（手引き）を活用した指導実践を行う。
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(2) 実践結果の分析・考察（質問紙法）

指導実践の結果と質問紙による調査を基に分析と考察を行う。

(3) 中学校・高等学校における既存の校内体制の活用・発展を基にした特別支援教育校内体制の

在り方についてのまとめ

指導実践の分析と考察から、既存の校内体制の活用・発展を基にした特別支援教育校内体制

の在り方についてまとめる。

３ 研究協力校

県内公立中学校１校（Ａ中学校） 県内公立高等学校１校（Ｂ高等学校）

Ⅴ 昨年度の研究の概要

特別支援教育校内体制の確立に関する基本構想１

(1) 中学校・高等学校における特別支援教育校内体制の確立に関する基本的な考え方

当室では、前次研究（平成15～16年度）において、小・中学校における特別支援教育校内体

制の在り方に関する研究を行った。その成果を踏まえて、中学校・高等学校における既存の校

内体制の活用・発展をとおした特別支援教育校内体制の確立を行うための基本的な考え方につ

いて以下のとおりまとめた。

ア 校内委員会による取組

学級担任や教科担当等が一人で問題を抱え込んだり、学校の中で孤立したりさせないため

には、校内の協力的関係を高めることが必要である。また、一部担当者に偏ることなく全校

的な取組へと共通理解を図ることも大切である。そのためには、特別支援教育校内委員会を

組織し、特別支援教育を校務分掌に位置付けた取組や、職員会議等による検討・共通理解の

取組も望まれる。

しかし、新たな校内委員会の設置が難しい状況の中では、従来からある校内組織等、つま

り、これまでの取組の中で、生徒指導・教育相談・学力向上等の校内支援の組織・システム

を活用し、特別な支援を必要とする生徒への特別な支援を検討する場合においても、対応し

ていくことが大切である。

イ 校内協力に基づく指導

本県の中学校・高等学校の多くは小規模・中規模校が多く、教職員の人的な余裕がないの

が現状である。また、中学校においても特殊学級未設置校も多く、特別支援教育の専門性を

有する職員が校内にいないといった状況もある。こういった、人的にも専門的にも資源が少

ない学校においては、特別な支援を必要とする生徒を支援していく校内体制を構造的に整理

し、機能の分担化を図っていく必要がある。

具体的には、特別支援教育校内体制をハード面（組織体制づくり）とソフト面（具体的指

導の展開）とに分け、それぞれの役割分担を行うことや特別支援教育コーディネーターの機

能を役割分担することが大切である。主にハード面である校内全体での実態把握や協力体制

の構築等の役割を校内委員会が行い、主にソフト面である対象生徒の指導にかかわる内容を

支援チームがそれぞれ担うことにより、資源の限られた学校においても効果的な支援体制を

構築していくことができると思われる。

ウ 日常的な支援チームによる検討

特別な教育的支援を必要とする生徒に対する日常的な指導は、その生徒に接する機会が多

い担任が中心になるものの、担任一人が抱え込まないで指導にあたっていくことが大切であ
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る。担任が構成メンバーの中に入った少人数の支援チーム内で、指導にかかわる計画立案や実

践の評価を日常的に検討していくことにより、一人一人の変容に対応した指導が可能になると

思われる。

特別な支援を必要とする生徒は日々の変容が把握しにくいことが予想されるので、その状況

を逃さず、その状況に対応した日々の効果的な指導が大切である。

エ 校内研修の実施と充実

各担任に気付きを促したり、校内理解のための共通理解を図るためには、特別支援教育に関

する校内研修会を年間計画の中に位置付け、計画的に実施する必要がある。特にも、障害に応

じた教育的支援を具体化していくためには、教育的診断や該当生徒に対する保護者の理解を深

めていくための研修の積み重ねていくことが重要である。また、これまでの校内の実践等で有

効であった指導法等を蓄積・集約することや、効果的な対応をしている授業や指導、実践を交

流し合う等の職員間の指導体制（具体的支援内容・方法の共有化等）が重要である。

オ 校長のリーダーシップとマネジメントの必要性

特別な支援を必要とする生徒への対応を校内体制を基本として展開する上で、校長のリーダ

ーシップは必要不可欠である。日常的な校内支援体制を推進させていくためには、その方針を

職員全員に明示していくことが大切であり、そのことが、担任の課題意識を高め、取組を活性

。 、 、化させていくことにつながっていくと考える つまり 校長が特別支援教育の必要性を認識し

取り組む姿勢を示し、リーダーシップをとることが、特別支援教育の起点となるものであると

考える。そのためには具体的に「特別支援教育マネジメントの方策」を明確にし学校経営にあ

たっていくことが求められる。

(2) 中学校・高等学校における特別支援教育校内体制の確立に関する基本構想図

基本的な考え方を踏まえ、本研究における特別支援教育校内体制の確立に関する基本構想図を

次ページ【図１】のように作成した。

２ 県内中学校・高等学校における特別支援教育校内体制に関する実態調査の結果から

(1) 調査の目的

県内の中学校・高等学校296校を対象に、特別な教育的支援を必要とする生徒に対する校内にお

ける指導体制の現状と課題を明らかにし、このような生徒への望ましい指導の在り方等の資料を

得るために実施した。

(2) 調査の結果と分析

調査の結果から明らかになった内容は、次の２点である。

ア 校内における組織的な判断について

【現状】
中学校・高等学校において、ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等の疑いがあるかどうかについての判断は、全

体の60％以上が、担任等校内関係者の気付きによるものである。その他は、外部からの申し送りや保護者から
の申告のみで、校内における組織的な判断を行うまでには至っていない。
【課題】
中学校・高等学校においてＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等の疑いがあるかどうかについて、判断するため

の体制が確立されていない。
【考察】
校内の支援体制が整えられることにより、組織的な協議や判断が可能になる。また、校内研修の実施と充実

が図られることにより、学級担任もしくは、かかわりをもつ教員の気付きを促すことができると考えられる。
障害理解を踏まえた生徒理解の視点に立って、日々の授業や学校・学級経営、生徒指導上の問題に取り組める
ようにしていくことが重要であることからも、本研究において、ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等について、
適切に判断するための体制が整えられるように具体的な方法を提示する必要性が明らかとなった。
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イ 支援体制の構築について

【図1】中学校・高等学校における特別支援教育校内体制の確立に関する基本構想図

【現状】

中学校・高等学校において、支援を必要とする生徒に対する全体的な協議は行われているものの、実際に対

応しているケースは担任、担当教員、養護教諭等個別であることが多い。

【課題】

、 。中学校・高等学校においては 特別な教育的支援を必要とする生徒に対して校内の支援体制が整っていない

【考察】

特別な支援を必要とする生徒に関わる協議は、全職員あるいは学年レベルでなされていることが多いが、実

際の対応は個別であるという現状から、職員間の協議は必要であるという認識はあるものの、どのようにして

全校体制として具体的に支援していったらいいのかわからないという実態が明らかとなった。つまり、既存の

組織に頼らざるを得ないものの、その具体的方策が見つけられない実態があるものと捉える。特別な支援を必

要とする生徒に対し、教育的支援を効果的に行うために、既存の校内体制を活用・発展させた具体的支援内容

を示し、支援の体制を構築していくことの必要性が明らかとなった。

計
画

具 的 指
体 実
的 施 導
な
支 実
援

校 修 践支 援 計 画
正

内 ・
改

協 善

力 計
画

推 的
運 校

進 組 営 内
織 支

計 ・ 援
体 体

画 制 制
づ 修 づ
く 正 く
り ・ り

改
善

校 内 協 力 に 基 づ く 支 援 の 推 進
―学校・学級経営にかかわる新たな視点―

学年経営・学級
経営上の支援

学習・生活指導
上の支援

生活面・行動
面の支援

進路の支援

学習面の支援

支援チームa 支援チームｂ,ｃ

支援 評価

＜支援チームの構築＞
・支援方針・内容の検討
・支援チームの検討・編成

＜実 態 把 握＞
・軽度発達障害への理解
・担任の気付き
・情報の共有化

＜保護者との連携＞
・軽度発達障害への理解
・保護者の気付き
・相談と支援

サブコーディネーター

学年支援体制づくり

支援 報告

・校内支援体制への理解と推進

達障害への理解・軽度発

支援の方向性
の確認

企画・立案

校内の支援を要する生徒の現状の

把握と整理

、情報の共有化
職員間の関係
調整等

校内体制のコーディネ トー 支援を要する生徒の把握

校内研修の実施と充実

コーディネーター
専門機関

報 告支援

校長のリーダーシップ 学校経営への位置付け

校
内
委
員
会
に
よ
る
取
組

学
年
会
に
よ
る
取
組

チ
ー
ム
に
よ
る
取
組

 

 

 

学級担任・担当者への支援 生徒への支援



- -5

３ 中学校・高等学校における特別支援教育校内体制の確立を推進するための手だて

(1) 特別支援教育校内体制を確立するための手だての作成

調査結果から、全校体制での支援の必要性は感じているものの、どのように推進していったら

よいか分からないという現状が明らかになった。このことから、以下の２つの手だての試案を作

成した。

ア 「中学校・高等学校における特別支援教育校内体制確立のための手引き(第１次案)」の作成

、 、既存の校内体制を活用・発展させ 無理なく特別支援教育校内体制を確立していくためには

校長、特別支援教育コーディネーター、サブコーディネーターがそれぞれ、自分の役割とその

、 。目的を明確にし 内容を明らかにした上で効率よく支援体制づくりを推進していく必要がある

そこで、特別支援教育校内体制を構築し、日常的に推進していくために必要な内容を網羅した

手引き「中学校・高等学校における特別支援教育校内体制確立のための手引き（第１次案 」を）

作成した。

イ 指導実践推進計画の作成

前述の「手引き（第１次案 」により、各担当者の推進内容が明確になるだけでなく、各取組）

の時期の具体的内容を提示していく必要があるととらえた。そこで 「指導実践推進計画 【図、 」

２】を作成した。この計画は 「校長のリーダーシップ 「校内委員会による取組 「学年会に、 」 」

よる取組 「チームによる取組」について、それぞれの月ごとの推進内容の目安を示したもので」

ある。

(2) 研究協力校における第一次実践

、 、 、本研究は 校内体制の確立を目指す内容であることから 年度が始まってからの取組ではなく

前年度からの校内体制を見据えた取組が必要と考える。そのような観点から、２月に研究協力校

において以下に示すとおり手だてに基づいた第一次実践を行った。

ア 「手引き（第１次案 」と「指導実践推進計画」の活用）

「手引き（第１次案 」と「指導実践推進計画」を研究協力校において提示し、Ａ中学校、Ｂ）

高等学校それぞれの協力校において、校長、副校長（教頭）等に指導実践の概要について説明

した。具体的に校内体制の構築を図っていく際 「誰が、どの時期に、何の目的で、どのように、

取り組むか」についての見通しが確かになり、研究協力校では自校における校内体制構築のイ

メージを具体的にもつことができたと思われる。

イ 全職員対象の校内説明会の実施

Ｂ高等学校においては 「手引き（第１次案 」と「指導実践推進計画」に基づいて、校内の、 ）

生徒の実態を検討した際、どのような生徒が特別な支援を必要とする生徒としておさえるかと

いう点を中心に、校内の教職員の共通理解を図る機会が必要となり、この検討は、校内委員会

が立ち上げられる以前のものだったために、校長、副校長、教務主任、教育相談主任での協議

。 、 、 、 、で決定された 開催時期については できるだけ早い時期ということで ３月に実施し また

年度が替わった後の新メンバーの中での実施も必要であるという観点から４月はじめにも実施

した。

センター担当者が実態把握の観点も含めて研究概要の説明を行った。説明の後の協議では、

実際の生徒の状態像と関連させた意見交流がなされ、特別支援教育校内体制構築のイメージが

全教職員に理解されるとともに、特別な支援を必要としている生徒の気付きという点で共通理

解が深まったと思われる。
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）研究協力校における指導実践推進計画 ２月～９月《 》 （岩手県立総合教育センター 特別支援教育室

校長のリーダーシップ 校内委員会による取組 学年会による取組 チームによる取組

校 長（副校長） コーディネーター 校内委員会 サブコーディネーター 学 年 会 支援チーム

平成18年 ○研究概要の理解 ○研究概要の理解
２月

上旬 ○学校経営方針策定 ○校内委員会開催 ○校内委員会 ○校内委員会への
○ の指名 ○「校内委員会年 ・ 確認 出席コーディネーター メンバー
○校内委員会の設置 間計画化 」に ・推進内容の確認 ○研究概要の理解シート

基づいた共通理 「校内委員会年間※
解の推進 計画化 」作成シート

３月
下旬 ○校務分掌への位置付 ○校内委員会の開 ○校内委員会 ○校内委員会への ○学年会

け 催 ・推進内容の確認 出席 ・ 確認メンバー
○全教職員への説明 ○ 機能の ・推進計画の作成 ○学年会の開催 ・推進内容の確認コーディネーター
（新年度職員会議） 分担案作成 ・ 機能のコーディネーター

「校内委員会 分担※ メンバ
構成 」作成 「校内委員会運営ー シート ※

計画化 」作成シート

上旬 ○全教職員への説明 ●特別な支援を必 ○校内委員会 ○学年会の開催 ○学年会
（職員会議） 要とする生徒の ・メンバー確認 ・担任等の気づき
○「校内体制確立のた 判定に関わる方 ・対象となる生徒 による特別な支
めの手引き」に基づ 策( 担当者か の把 握 援を必要とするセンター
いた日常的な推進 らの手だての提 生徒の実態把握

示等)
４月

下旬 ○教職員の意識調 ○校内委員会 ○支援 との連携 ○学年会チーム
査の実施（ ・対象生徒の抽出 （必要に応じて学 ・支援 の編成センター チーム
担当者からの依 ・方針等協議 年会での協議を （必要に応じて開
頼による） (必要に応じて開催) 設定） 催）

上旬 ○学年会の状況把 ○「 １」によるシート
握・校内の連絡 指導上の課題の
調整 整理
（必要に応じて校 ○「 ２」によるシート
内委員会での協 指導課題の焦点
議を設定） 化

５月
下旬 ○「 ３」によるシート

指導方法の選択
（構想）

○指導の取組
（ ）シート ４に記録

上旬
６月

下旬 ○取組の評価

上旬 ○校内委員会の開 ○校内委員会 ○学年会の開催 ○学年会
催 ・各学年の取組状 ・１つ目の課題の

況の把握 評価（ ４に沿シート
・今後の方向性の って記録）
確認

７月
下旬 ○学年会の状況把 (必要に応じて開催) ○学年会の開催 ○学年会

握・校内の連絡 ・２学期の取組に
調整 ついて

（必要に応じて校
）内委員会を開催

上旬 ○支援 との連携 （必要に応じて開 ○「 ３」によチーム シート
（必要に応じて学 催、 ９に記録） る指導方法の選シート
年会で協議） 択・構想（２つ

目の課題）
８月

シー下旬 ○指導の取組（
４に記録）ト

上旬
９月

下旬 ○取組の評価

スムーズ チーム ミーティング・各組織の な推進 ・校内委員会の開催と推進 ・学年会の開催と推進 ・ による
のための ・校内・校外の組織との連絡調整 ・ との連携 （手だての検討とマネジメント コーディネーター

随 時 ・各学年の進ちょく状況の把握 ・各チームの進ちょく状況の把握 評価）
ミーティング シ・校内研修会の実施 ・保護者との連携促進 ・ の状況を

・情報の共有化（全校 ） ・情報の共有化（学年 ） に記録レベル レベル ー ト

○－基本的に実施 ●－必要に応じて実施

【図２】指導実践推進計画
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Ⅵ 本年度の研究結果の分析と考察

１ 校内協力推進計画に基づく指導実践

(1) 校長のリーダーシップの実際

研究協力校２校の校長に 「学校マネジメントの方策 【表１】に基づき、依頼した。、 」

併せて、平成１８年３月に既存の校内体制の活用・発展の面から、校内委員会の設置と特別

支援コーディネーターの指名を行っていただいた。

(2) 校内体制確立の実際

ア 校内委員会の確立

(ｱ) 実践前の研究協力校の状況

Ａ中学校では、コーディネーターの指名は行われていたが、十分に活動していない状態

であった。校内には、ＡＤＨＤと診断を受けた生徒がいた。また、問題行動、不登校傾向

の生徒の中には、特別な支援を必要とする生徒が在籍している。

Ｂ高等学校では、特別支援教育コーディネーターの指名や校内委員会の設置などまだ行

われていなかった。校内には、ＡＤＨＤ、学習障害等の医師の診断を受けた生徒はいない

が、特別な支援が必要と思われる生徒が在籍している。

(ｲ) 校内委員会の設置

Ａ中学校では、

教育相談委員会に

校内委員会の機能

を付け加えた。理

由は、不登校や問

題行動がある生徒

の中には、特別な

支援を必要とする生徒がいることから、教育相談担当者、教育相談員と特別支援コーディ

ネーターが同じ委員会の構成員であることが円滑な支援を行え、また、既存会議の時間を

表２】校内委員会の構成委員【

委員会 構成委員

Ａ中学校 校長、教頭 、生徒指導主事、教育相談担当、＊

養護教諭、各学年主任

Ｂ高等学校 校長、副校長、教育相談課主任 、教務主任、＊

各学年長

（ は、特別支援教育コーディネーター）＊

表１ 特別支援教育マネジメントの方策【 】

マネジメントの主な方策

(1) 学校経営への明確な位置づけ基本姿勢

(2) 日常的なリーダーシップの発揮１

(3) 校内委員会・学年会・支援チームへの積極的な関与

(1) 特別支援教育コーディネーターの指名校内体制作り

(2) 校内委員会の設置
２

(3) 個に応じた指導の校内体制づくり

(4) 教材等の整備・充実

(1) 校内研修の推進
３

研修推進

(2) 研修・出張への派遣

(1) 保護者への理解・啓発
４

理解啓発推進

(2) 教育相談体制の構築

(1) 専門機関の活用
５

専門機関連携

(2) 巡回相談や専門家チームとの連携
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確保できることが上げられた。

Ｂ高等学校では 「中学校・高等学校における特別支援教育校内体制確立のための手引き」を基、

に、教育相談課に特別支援教育のための校内委員会の機能を付加し、立ち上げた。その理由は、

小規模校であることから、職員数が限られており委員会を増やすことは、人的な面から無理があ

ること、校内委員会を開催するための時間の確保が難しいことが上げられた。また、既存の校務

分掌を利用することで定期的な開催や生徒の幅広い情報交換ができることが上げられた。

校内委員会の構成メンバーは、前ページ【表２】のとおりである。

高等学校、中学校ともに校内委員会で話し合われた内容は、職員会議の場で報告され、全校で

の共通理解を図っていた。

イ 実態把握

(ｱ) 判断までの取組

Ａ中学校では、手引きを基に校内委員会が支援を要する生徒の把握のための観点【資料１】を

つくり、対象となる生徒を各学級から抽出した。

Ｂ高等学校では、学級担任

が出身中学校と引き継ぎを行

い、支援を必要とする生徒に

ついての情報交換をした。中

学校と引継後、学年会では、

学級担任から特別な支援が必

要な生徒について話し合い、

それを校内委員会に報告し

た。また、学年会では、特に

学習面、行動面等で問題を抱

える生徒の中から何らかの障

害に起因するのではないかと

考えられる生徒を対象生徒と

して抽出し、校内委員会に報

告した。

(ｲ) 取組の結果

Ａ中学校においては、不登

校や問題行動がある生徒を対

象の中に含んだ関係から、１

年生７名、２年生13名、３年

生11名の生徒が抽出された。

Ｂ高等学校においては、入

学時の中学校との引き継ぎか

ら、１年生の４名の生徒が対象として挙げられた。それらの生徒については、継続的に学習面、

行動面での観察を行うことにした。また、普段の学校生活や授業の中で、困難さがあると教師が

感じている生徒、定期考査の成績が不振な生徒についても学年会の中で取り上げた。その中で、

学習面で困難さを抱えている生徒１名を対象に追加した。

】支援を要する生徒の把握の観点（中学校）【資料１
特別支援教育の推進について

１ 支援を要する生徒の把握

学習面、行動面、対人関係などにおいて、特別な教

育的支援を必要とする生徒を把握する。

(1)これまでに継続して就学し同委員会に諮ってきた

生徒。

(2)「実態把握のための観点」により、５つ以上の項

目に該当する生徒。

(3)家庭から相談のあった生徒。

(4)長期欠席者として報告している生徒

(5)問題行動が顕著な生徒

、 、 、 、(6)その他 学習面 行動面 対人関係などにおいて

特別な教育的支援を必要とする生徒

２ 報告について

学年で１について検討し、９日（金）までに特別支

援コーディネーターまで、学年名簿に記入し、提出す

る。

３ ２を受け、校内委員会を開催し、今後の支援につい

て検討する。

４ 校内委員会

（略）

５ 支援チーム

具体的な対応は支援チームをつくり、対応する。

支援チームは、学年を主体とする。
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(3) 学年会及び支援チームの取組

ア Ａ中学校における校内体制の連携に基づくの支援の実際

(ｱ) 特別支援教育コーディネーターの指名

Ａ中学校においては、教頭がコーディネーターに指名された。また、校内委員会に各学年主

任が入ることで、サブコーディネーターの役割を担うこととした。

(ｲ) 対象生徒の様子

対象とすることとしたＡ子の問題行動にかかわる状況については【表３】のとおりである。

Ａ子は、９

月から学級に

入れない状態

となり、それ

まで対応して

きた担任や学

年会と校内委

員会が連携し

て支援を行う

ことになった。学級に入れなくなった原因としては、Ａ子自身の衛生面での問題が考えられ、

また、知的な遅れが見られることから学習面での困難さがあり、徐々に学級の中で孤立してい

ったものと考えられる。

(ｳ) 指導の実際

、 、 、９月の校内委員会でＡ子の現在の様子 学年会と連携した取組を行うこと 担任への支援は

学年会が中心として行うこと等、校内委員会の支援方針を確認した。

Ａ子への支援チームは、９月までは担任、サブコーディネーター（学年主任）であった。９

月以降は、これまでの支援チームに養護教諭、学校適応相談員が加わり、Ａ子への支援を行う

ことになった。支援チームの話し合いは、特別に時間設定ができないことから、休憩時間等の

空き時間を利用して職員室、スタジオ（別室登校用教室）等で行われた 【表４】に支援チー。

ムによる支援方針を示す。

校内体制に基づくＡ子への支援の取組状況については、次ページ【資料２】に示すとおりで

ある。

【表３】Ａ子の問題行動にかかわる状況

項 目 内 容

発達障害にかか ・知的な遅れが見られる

わること ・衛生面での問題が見られる

行動観察の様子 ・不登校傾向

・学力不振、特に数学が苦手で繰り上がりや繰り下が

りのある加減算や九九の暗唱でつまずきが見られる

・友達ができずに孤立している

【表４】支援チームによるＡ子への支援方針

支援内容 支援方針

登校について ・別室での学習を中心とする

・家庭の協力を促す（がんばっていることを伝える）

衛生習慣について ・家庭における衛生面への取組を促す（学級担任）

・身体の清潔や洗濯の仕方など具体的に指導する（養護教諭）

学習指導について ・苦手な数学は、小学校低学年の問題を中心に行う

・文化祭の作品の完成をめざす

友達関係について ・行事等を利用し、学級の友達と一緒にいる機会をつくる
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【資料２】Ａ子への校内体制の連携による支援
は校内委員会期間 生徒の状況 支援チーム 学年会

８月21日 ＜支援＞ ＜方針＞・欠席や遅刻が続いた
・登校の確認をし、保護者に連 ・登校していないときには学年主任が～

９月５日 絡をする 対応する
９月12日 ＜方針＞

・給食時には、教室に行 ・別室登校とする～

９月22日 き配ぜんしてもらうこ ・朝、学年や学校相談適応員が
とができた 迎えに行く

・総合学習の職場体験に ・衛生面で母親との話し合いを
参加し、メンバーの援 行っていく ・支援方針を確認する
助で反省記録をまとめ
ることができた

９月25日 ＜支援＞
・家庭科担任の個別指導 ・文化祭作品を完成させるため～

９月29日 で作品を作った 各教科担任と連絡を取り合う
・母親へがんばっている様子を ＜方針＞
伝える ・母親へ働きかけをすることの確認

10月２日 ・文化祭の合唱練習に参 ＜方針＞
加しないので、担任が ・中間テストはＡ子にとって難～

、「 、 。10月６日 貸してくれたＣＤでパ しく まず 登校すること
ート練習をした 別室でＡ子の実態に合わせて

指導すること」を担任と話し
合う

10月10日 ・一週間、欠席せずに登 ＜方針＞
校した ・文化際作品への取組の確認～

10月15日 ・文化祭当日 「さあ、 ・衛生面での指導を養護教諭が、
行こう」と促すと無理 担当
なく移動し、自分の席 ・数学は個別指導で対応 ＜協議＞
に着き参加できた ・衛生面での具体的な支援の進め方を

決める
10月18日 ・今週は、代休以外は全 ＜支援＞

て登校 ・文化祭、記念式典への参加に ・Ａ子への賞賛することを学年で確認した～

10月20日 ついてＡ子にかかわりある先
生方に賞賛の声をかけてもら
う

10月23日 ・８時半までには登校し ＜支援＞ ＜協議＞
ている ・担任が家庭訪問し学校の様子 ・家庭訪問の様子について～

10月27日 ・学習にも意欲をもって や衛生指導について話す
取り組んだ

10月30日 ＜支援＞
・指導後、お風呂に入っ ・衛生面での指導を行う（養護～

11月３日 たり、食事の後片付け 教諭）
をしたりできた

・衛生指導について確認する
11月６日 ・植樹に参加できた ＜方針＞

・衛生指導を個別で行う～

11月10日 ＜支援＞
・学習ノートを毎日提出 ・期末テストの学習計画を立て
した る

11月13日 ＜方針＞ ＜協議＞
・衛生指導は個別指導を行う ・衛生面の支援の進め方～

11月17日 ・学習指導の進め方
・学級での関わり

○Ａ子を校内委員会の対象とする

・問題点の確認

・支援の方針の確認

・衛生指導の具体的な進め方を

確認する

・衛生指導の具体的な進め方

を確認する

・衛生面の支援の進め方

（ ）・学習指導の進め方 11月13日
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(ｴ) Ａ中学校における指導の成果と課題

Ａ中学校における校内体制の連携に基づいた支援の成果と課題は次のとおりである。

① 成果

○校内委員会と学年会が連携を図り支援を行うことができたこと

８月までは、学年会が中心となり支援を行ってきたが、生徒の状況の変化により校内委員会

と学年会が連携を図りながら支援を行うことができた。これは、学年主任（サブコーディネ

ーター）が校内委員会の構成委員となったことで、校内委員会と学年会との連携が円滑

にできたからだと考える。

○支援チームが有効に機能できたこと

生徒に直接かかわっている担任や学校適応相談員、学年主任が中心となり、支援チー

ムを編成したことで、空き時間を利用して生徒の情報交換ができ、支援の方針を立てる

とや具体的な支援が適切に行えた。これは、必要最小限の人数で支援チームを構成する

ことで、機動性を持つことができたからだと考えられる。

○学年会をとおして他の教職員からの支援が行えたこと

支援チームだけでなく、対象生徒にかかわっている教科担任からの適切な支援が得ら

れた。これは、学年会が中心となり取り組むことで、支援が必要な生徒へかかわってい

る教科担任等の共通理解が図られたためと考えられる。

② 課題

○保護者への理解・啓発活動が十分に行うことができなかったこと

全校レベルでの理解・啓発活動については、誤解を招かないように慎重に対処してい

かなければならない事柄であり、検討をしていく段階にとどまった。

エ Ｂ高等学校における校内体制の連携に基づく支援の実践

(ｱ) 特別支援教育コーディネーターの指名

Ｂ高等学校では、教育相談課主任が特別支援教育コーディネーターとして指名され、各学年主

。任が校内支援員会のメンバーになることで中学校と同様にサブコーディネーターの役割を担った

(ｲ) 対象生徒の様子と担任のニーズ

Ｂ男（１年生）は、普段の授業の様子や１学期の期末テストが不振だったことから、特別な教

育的ニーズに気付いた生徒である。

入学時の中学校との引き継ぎでは、不登校についての引き継ぎはあったが、学習上の困難さが

あることは伝えられていなかった。

Ｂ男は、入学当初、友達ができずに悩んでいたが、現在は友達もでき、学級内での人間関係も

安定している。また、所属する部活動の中心選手として活躍する生徒である。入学以来欠席はみ

られない。学級担任は、Ｂ男が進級できるように学習面での支援を行いたいと考えている。

Ｂ男の学習面の状況について【表５】にまとめた。

【表５】Ｂ男の学習面の状況

項 目 内 容

障害へのかかわり 学習障害の疑い（学校の判断）

学習の様子から ・授業にまじめに取り組んでいる

・漢字やアルファベットが覚えられない（漢字は、小学校低学
年程度）

い・教科書（英語科中学校１学年用）を一人で読むことが難し

・数学では、黒板と同じ問題でなければ解くことが難しい
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(ｳ) 指導の実際

校内委員会では、今年度の対象生徒についての確認を行う中で、Ｂ男のことが取り上げられた。

問題の概要は、前ページ【表２】にあるとおりであり、通常の指導だけでは学習が困難なことが予

想されることから、支援を行うことに決定した。

学級担任と副校長、学年主任（サブコーディネーター）との話し合いから、英語と数学で小グル

ープ別学習を行うこととした（５、６月 。）

、 、 （ ） 。また ７月に行われた期末考査の結果から 専門機関 総合教育センター への相談を依頼した

いくつかの指導のための手だてが示された。そのことを職員会議で報告し、Ｂ男のもっている学習

上の困難さ、そのために特別な教育的支援が必要なこと、指導のための手だてについて、職員間で

の共通理解を図った。

Ｂ男への取組の様子については【資料３】のとおりである。

【資料３】Ｂ男への校内体制の連携による支援

は校内委員会期間 生徒の状況 支援チーム 学年会

、７月 ・定期考査を受けるが

成績が良くなかった

・担任と学年主任が支援を ・学習の困難さについて確認する

行うこととする

・各教科担任が参加し生徒

の様子や指導の手だてに

ついて学習会を行う

９月 ＜支援＞ ＜報告・確認＞

・部活動を止めたいと ・担任が原因を聞く ・担任より報告を受ける

申し出があった

・部活の友達から冷や ・担任が冷やかした生徒へ ・学年会で冷やかした本人への指

かしがあった 直接指導を行う 導をすることを確認

10月 ・提出物が遅れがちと ＜支援＞ ＜確認＞

なる ・各教科で決めた支援を継 ・これまでの取組を継続していく

続して行う

・提出物の期日を守るよう

に指導する

11月 ＜支援＞ ＜方針＞

・1学期のテストより点 ・各教科でテストの範囲を ・定期考査に向けて教科によりテ

数が上がる 具体的に示す ストの工夫や事前の補習を行う

・教育センターへ 相談を依頼する （副校長）

・校内委員会で支援対象者とする

・職員会議で指導の手だて

等について報告する
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次に、学年会・支援チームが中心となって行った学習会後の各教科の支援内容は 【表６】のと、

おりである。

(ｴ) Ｂ高等学校における指導の成果と課題

Ｂ高等学校における支援体制の有機的な連携に基づいた支援の成果と課題は次のとおりである。

① 成果

○既存の校内体制を活用することで無理なく特別支援教育へ取り組むことができたこと

校内委員会が支援を要する生徒の実態の把握や情報提供を行ったことで、全職員の共通理

。 、 、解を図ることができた このことは 既存の委員会に特別支援教育の機能を付加したことで

特別な支が必要な生徒への意識が高まり、支援へつながっていったからだと考えられる。

○学年会が中心となり支援を行うことができたこと

学年会と支援チームが連携を図り、特別な支が必要な生徒の把握や具体的な支援を行うこ

とができた。これは、学年会に特別支援教育に対する機能を付加することで、特別支援教育

への理解が深まり、生徒への支援を行うことにつながったためと考えられる。

○支援チームの柔軟な在り方が確認されたこと

学級担任と学年主任の通常の支援チームだけでなく、必要に応じて各教科担任が支援につ

いて検討するなど、支援チームの柔軟な在り方がみられた。

② 課題

○保護者への理解・啓発活動について

保護者だけでなく生徒への誤解を招かないように慎重に取り扱う必要があることから、全

校への理解啓発活動は行われなかった。今後、高等学校における特別支援教育や支援を要す

る生徒にかかわる理解・啓発活動の在り方を示す必要がある。

【表６】各教科の支援について

課題 支援の目的 教科 具体的支援内容
読むことへの支援 見え方への配慮 全教科 ①範読し繰り返す。ふりがなを振らせ、そ

の後に読ませる。
②語句の説明を細かく加える。
③大きな文字で板書する。

読むことへの抵抗感を少 英 語 ①中1の教科書から復習をしている。
なくする

書くことへの支援 書く量への配慮 国 語 ①板書の穴埋めプリントを作成。
全教科 ①添削し繰り返し書かせる学習。

文字の書き方を理解させ 英 語 ①アルファベットの綴りを繰り返し指導。
る 理 科 ①ノートを提出させ脱字指導を行う。

テストへの支援 テストの方法の工夫 全教科 ①暗唱テストや会話テストなどで音声によ
る解答を評価する。

英 語 ①単語の最初の文字を示す等の工夫。
。国 語 ①筆記試験において漢字にふりがなをふる

テストの受け方 全教科 ①試験内容をガイドにして印刷配布する。
②事前テスト、模擬テストの実施。

実技・対人的な面 作業の指示の工夫 情 報 ①チームティーチングで二人目の教員が専
に関する支援 属で支援の必要な生徒について操作を指

導している。
②実験においてグループを作り、メンバー

に本人の役割や作業手順を把握してもら
い工夫をした。

その他の支援 精神的な不安を取り除く ＨＲ ①気持ちが弱くなったときに話しを聞く。
部活動 ②周囲の冷やかしを注意した。
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２ 実践結果の分析と考察

(1) 全職員の意識調査から

ア 調査対象

（ ）・Ａ中学校全教職員 人数は略

・Ｂ高等学校全教職員（人数は

略）

イ 調査の内容

調査紙の内容は【資料４】のと

おりである。

ウ 実施回数

同一の調査紙を用い指導実践の

前後の２回にわたって実施した。

エ 調査結果及び分析と考察

以下に、調査結果における分析

と考察を述べる。

( ) 該当する生徒の認識ア

【図２】は、支援を必要とす

る生徒への認識の変容を示した

ものである。どちらの学校にお

、 。 、いても どの生徒が支援を必要としているのかという認識は高まったことがわかる これは

特別支援教育校内体制が整備され、有効に機能したことの一端を示すものととらえることが

できる。Ａ中学校においては 「だいたい知っている」という回答が増え 「分からない」と、 、

いう回答が減少した。これは、特別な教育的支援を必要とする生徒について、対象者の共通

理解が推進されたことによると思われる。また、Ｂ高等学校においては 「全員知っている」、

という回答が増え 「だいたい知っている」という回答と合わせると全体の75.0％の教職員が、

対象となる生徒について知っていると回答している。このことから、校内支援体制の整備・

充実とともに教職員一人一人の意識の高まりを感じ取ることができる。

問 あなたはどの生徒が該当するか知っていますか

【図２】該当する生徒の認識

11.1

10.9

17.9

14.3

3.9

7.4

59.3

41.8

57.1

57.1

61.5

25.9

14.8

14.5

3.6

10.7

26.9

18.5

14.8

32.7

21.4

17.9

7.7

48.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体・事後( n =54 )

全体・事前( n =55 )

高等学校・事後( n =28 )

高等学校・事前( n =28 )

中学校・事後( n =26 )

中学校・事前( n =27 )

Ａ：全員知っている Ｂ：だいたい知っている Ｃ：あまり知らない Ｄ：分からない

資料４】調査の内容【

Ⅰ 特別な教育的支援の必要な生徒の把握状況について

１ 該当する生徒の認識

２ 日常の学校生活（行動面や学習面等）の中での課

題認識

３ かかわり方、接し方の理解

Ⅱ 特別な教育的支援の必要な生徒の情報収集について

４ 日常の学校生活（行動面や学習面等）の中での様

子を知る機会の程度

５ 情報を得る場面・方法（複数回答可）

６ 日常の学校生活（行動面や学習面）に対する関心

Ⅲ 特別な教育的支援の必要な生徒の支援の在り方

７ 校内での取組の必要度（選択）

Ⅳ その他

８ 生徒への支援にかかわって、考えていること、必

要に思うこと （自由記述）
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( ) 該当する生徒の問題の認識についてイ

【図３】は、支援を必要とする生徒の問題の認識の変容を示したものである。Ａ中学校では、選

択肢Ａの人数が増えた。また、該当する生徒について分からないと回答した教職員以外の91.7％の

教職員が、問題の内容について認識していると回答している。Ｂ高等学校でも、選択肢Ａの人数が

増えた。また、選択肢Ｅと回答した教職員がいないことがわかる。このことから、どの生徒が支援

の対象となっているかだけではなく、どのような問題をかかえているかという認識についても理解

が深まっていることが推察できる。

( ) 該当する生徒へのかかわり方、接し方についてウ

次ページ【図４】は、支援を必要とする生徒へのかかわり方、接し方の認識の変容を示したもの

である。Ａ中学校において「ほとんど知らない」と回答した教職員（２名）は、どちらもＡ中学校

に赴任してからの日が浅く、そのため該当する生徒へのかかわり方、接し方について知らなかった

と推察できる。そのことを踏まえて結果を考察すると、概ね認識状況は高まってきていると捉える

ことができる。また、Ｂ高等学校においては 「ほとんど知らない」という回答が減少しており、、

全教職員による支援体制が、一層整備されてきていると推察される。なお 「ほとんど知らない」、

と回答している教職員は、非常勤講師、校務員、ボイラー技士等である。

【図３】該当する生徒の問題の認識

問 あなたはその生徒について、日常の学校生活（行動面や学習面）の中で、問題になってい
る内容を知っていますか
（ 、【 】「 」 ）nについては 図２ 該当する生徒の認識 の問においてＡ～Ｃを選択した人数である

※ｎの数は 【図７】まで同じ、
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高等学校・事後( n =22 )

高等学校・事前( n =23 )

中学校・事後( n =24 )

中学校・事前( n =14 )

Ａ：全ての生徒についてだいたい知っている Ｂ：全ての生徒について少しは知っている

Ｃ：一部の生徒についてだいたい知っている Ｄ：一部の生徒について少しは知っている

Ｅ：ほとんど知らない
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、 、 。問 あなたはその生徒へのかかわり方 接し方のポイントや配慮事項について 知っていますか
（nについては 「該当する生徒の認識」の問においてＡ～Ｃを選択した人数である）、

【図４】該当する生徒へのかかわり方、接し方の認識

( ) 該当する生徒の様子を知る機会の程度についてエ

【図５】は、支援を必要とする生徒の様子を知る機会の程度の変容を示したものである。Ａ中学

校では「かなり多くある」という回答が増え 「ほとんどない」という回答が減っている。なお、、

「あまりない」という回答が増えているが、これは、学年体制での支援を推進することにより、学

年会における情報交換及び検討の機会が増え、その学年会に該当しない教職員の情報を得る機会が

減ったものと推察される。また、Ｂ高等学校においては「ある程度ある」という回答が増え 「ほ、

とんどない」という回答がなかった。このことから、Ａ中学校、Ｂ高等学校それぞれ において、

特別な教育的支援を必要とする生徒の様子を知る機会が増えてきており、全教職員による情報の共

有化が図られていることが推察される。

問 あなたはその生徒について、日常の学校生活（行動面や学習面等）の様子を知る機会はどの
程度ありますか
（nについては 「該当する生徒の認識」の問においてＡ～Ｃを選択した人数である）、

【図５】該当する生徒の様子を知る機会の程度
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( ) 該当する生徒にかかわる情報を得る場面・方法についてオ

【図６】は、支援を必要とする生徒にかかわる情報を得る場面・方法の変容を示し たものであ

る。Ａ中学校では、主に職員会議等全体の場での情報提供と学年会での情報の共有が増えているこ

とがうかがえる。また、Ｂ高等学校においては、職員会議等全体の場での情報提供が多いようであ

。 、 、 。る このことから 特別支援校内体制の整備に伴って 情報の共有が推進されたことが推察される

なお、学年会の場での情報共有が少ないのは、Ｂ高等学校が比較的小規模校であるが故に、全校体

制で支援する姿勢がある（全校体制で支援することが可能）であるからだと思われる。

【図６】該当する生徒にかかわる情報を得る場面・方法

( ) 該当する生徒に対する関心についてカ

【図７】は、支援を必要とする生徒に対する関心の変容を示したものである。Ａ中学校Ｂ高等学

校ともに 「ある程度関心がある」と回答した教職員が増えているものの 「とても関心がある」と、 、

回答した教職員が減り 「あまり関心がない」と回答した教職員もいる。Ａ中学校では、該当する、

生徒に対し学年体制で支援していくことで、他学年の教職員等の 関心が低かったのではないかと

推察される。学年での支援が中心となったとしても、あくまでも全職員による共通理解と取組を推

進する手だての必要性が課題と考える。また、Ｂ 高等学校でも、支援を必要とする生徒の障害や

必要とする支援の概要が明確になることで、具体的な対応方法が分からなかったり、役割分担がは

っきりすることで教職員間の意識に差が出てきたりしたこと原因と思われる。このことは、自由記

述の中にある「授業における具体的な支援の在り方を知りたい 「全教職員に対する継続的な研修」

の場が必要」等の記述からも推察される。

問 あなたはその生徒にかかわる様子や指導経過等の情報をどのような場面・方法で得ていま
すか 。

（nについては 【図２ 「該当する生徒の認識」の問においてＡ～Ｃを選択した人数である）、 】
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問 あなたはその生徒の日常の学校生活（行動面や学習面等）の様子について、どの程度あり

ますか

（nについては 「該当する生徒の認識」の問においてＡ～Ｃを選択した人数である）、

【図７】該当する生徒に対する関心

( ) 校内での取組の必要度についてキ

【 】 、 。 、図８ は 支援を必要とする生徒に対する取組の必要度の変容を示したものである Ａ中学校

、 「 」Ｂ高等学校ともに回答する人数が増え 回答数が多いのは 校内における特別支援教育の体制作り

問 あなたはその生徒に対する支援を行っていく上で、貴校においては、現在どのような取組を
していくことが大切だと思いますか。特に大切だと思うことを５つ選び記入してください。

【図８】校内での取組の必要度
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と「校内の委員会等による日常的な情報提供」である。このことから、校内の支援体制を機

能させることの重要性について、教職員の認識が高まったことが推察される。また 「保護者、

への理解・啓発運動」や「保護者への教育相談体制の確立」が大きく減少しているが、これ

は必要性がないということではなく、今後の課題として識されており、現在の必要度が低い

状態であることを示していると推察される。

( ) 自由記述からク

事前に「特別な教育的支援が必要な生徒への支援及び対応は、組織的に支援していく仕組

みを作る必要がある」という記述がみられたＡ中学校では、事後の記述で「継続してかかわ

ったことについての記録を大切にしたい 「支援が必要な生徒について共通理解と取組の充実」

を図りたい」等の記述がみられた。校内支援体制の重要性に対する認識が高まったことが推

察される。また 「教師一人一人の質の向上 「特別な教育的支援の在り方について学ぶ姿勢、 」

の必要性」等個人レベルでの意識化も推進されたと感じ取ることができた。また、Ｂ高等学

校からは、事後の記述において「規模が小さい学校であると、日常の情報交換が行いやすい

し細やかな支援も可能である」という記述があった。このことは、学校の規模や生徒の状況

によっては、学年体制ではなく、学校体制での支援が可能であることを示唆している。さら

に 「継続的な研修の場の必要性を感じる 「校内研修会実施されることによって意識が高ま、 」

った」といった記述から、校内委員会の取組が充実していたこともうかがえた。

(2) 既存の校内体制を活用・発展させた校内体制について

実践の様子を研究協力校の2名の校長からの感想ということでまとめた。

毎月第２火曜日の２校時目に打合せを設定し、個々の現在の状況とそれぞれのプロジェクトの

、 。 。報告を聞き 自分自身でも生徒のために取り組めることもあった 実態が見えてよかったと思う

生徒の指導や進路指導等の陰で深く静かに進行している特別な支援が必要な生徒について、個々

の対応や、洗い出しと対応について全員が意識できたのはよかった。

特別支援教育体制を改めて組織しないかたちで個別に指導することも多かったが、特別支援が

必要な生徒に対する対応は、学年団や教科担任等が一体となって取り組む必要があり、今回は、

教育センターの助言を受けながら、個々の生徒への指導方法を組織的に検討し情報を共有できた

ことは有意義であった。

３ 既存の校内体制を活用・発展した特別支援教育校内体制の確立に関する手だてのまとめ

(1) 校長のリーダーシップ促進について

校長のリーダーシップを促進するために「特別支援教育マネジメントの手だて」を作成し、活

用を図った。その結果、既存の校内体制を活用・発展し特別支援教育校内体制を確立していくた

めには、有効な手がかりがあることが明らかとなった。

今後、より有効な手だてとして、校長のリーダーシップが促進され特別支援教育が校内へ定着

するためにも具体的な事例を積み上げていく必要がある。

(2) 校内体制確立のための手だてについて

ア 校内体制の構築について

「中学校・高等学校における特別支援教育校内体制確立の手引き」に基づき、既存の委員会

に特別支援教育の機能を付加する形で校内体制が構築された。既存の委員会を活用することで

学校規模や時間的な制約を克服する上で有効に機能することが明らかになった。また、学年会

に特別支援教育の機能を付加したことで支援を要する生徒への機動性ある細やかな支援が行わ
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れた。学年単位で動くことが多い中学校・高等学校では有効であった。

しかし、学年会が支援の中心になることで、支援の対象となる生徒がいない学年では、ど

のような支援が行われているかが分からなくなる場合もある。全職員の共通理解に基づく支

援を行っていくため、対象となる生徒の情報の共有を図る一層の工夫が必要となる。

イ 実態把握について

Ａ中学校では、手引にある実態把握の手順に基づき対象生徒を決定することができた。ま

、 、 。 、た Ｂ高等学校では 学年会が中心となり対象生徒を決定することができた このことから

実態把握では、手引きが有効に機能したと言える。また、実態把握を行う上では、小学校、

中学校からの引き継ぎ、学級担任や教科担任の気付きが有効であった。

しかし、学校現場では判断ができなずに、迷いながら指導を行っている状況も見らる。特に

中学校・高等学校で適切な指導を行うことからも、小学校・中学校との連携は必要となって

くる。併せて、判断から指導に役立てるという観点からの実態ための資料を整えていく必要

があると考える。

ウ 学年及び支援チームの取組について

Ａ中学校においては、支援チームと学年会、校内委員会が連携を図りながら生徒への支援

を行うことができた。支援チームでは、空き時間を利用することで生徒の情報を交換し、支

援を行うことができた。また、学年主任がサブコーディネーターとして支援にかかわること

で、適時に支援を行う上で有効であった。

Ｂ高等学校では、支援チームと学年会が連携し支援を行っていった。教科担任制である高

等学校では、固定された支援チームだけでなく、教科担任が支援チームの一員に加わるなど

必要に応じて拡大する形が学校の実情にあっていることが確認された。

これらのことから、支援を必要とする生徒に対して、校内協力に基づいたチームによる取

組は、有効であったと考える。

以上のことから、特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対するを具体化するための手

だては妥当であり、既存の校内体制を活用・発展を通した校内体制を確立する上で有効であ

ったと考えられる。

Ⅶ 研究のまとめと今後の課題

１ 研究のまとめ

この２年間の研究は、１年次に実態調査及び基本構想図及び各手だての推進内容の作成と校内

員会の設置に向けた取組、２年次に具体的手だてに基づく指導実践を行った。本研究の成果は、

次のとおりである。

(1) 中学校・高等学校における特別支援教育校内体制の確立に関する研究の基本構想の構築

中学校・高等学校における特別支援教育校内体制の確立のための基本的な考え方として、既

存の校内委員会の活用・発展した特別支援教育校内体制の基本構想を立案できた。

(2) 基本構想に基づく実態調査及び調査結果の分析と考察

実態調査では、県内の中学校・高等学校における特別支援教育推進にかかわる現状と課題を

明らかにすることができた。また、この調査結果を基に、どのような手だてを必要としている

のかが明確となり、手だての作成に活用することができた。

(3) 中学校・高等学校における特別支援教育校な体制を確立するための手だての作成

基本構想及び調査結果を基に 「中学校・高等学校における特別支援教育校内体制確立のため、

の手引き（第一次案 」を作成することができた。）
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(4) 基本構想に基づく手だての試案の立案

基本構想及び実態調査から手だての試案として、研究協力校における指導実践推進計画とし

て立案することができた。

(5) 手だての試案に基づく指導実践及び結果の分析と考察について

手だてに基づく指導実践について、既存の校内体制の活用・発展させることが特別支援教育

校内体制を確立する上で有効であったことが確認された。

(6) 中学校・高等学校における特別支援教育校内体制の確立に関する研究のまとめ

作成した「手引き」は、中学校・高等学校において既存の校内体制を活用・発展した特別支

援教育校内体制を確立する上で有効であり、校内体制の連携による支援の充実に役立つもので

あるとの見通しをもつことができた。

２ 今後の課題

本研究の課題は、二点である。

(1) 指導の手だての改善

今回取り組んだ課題を基に、より有効な手だてを構築できるように改善を加えていくことが

求められる。改善の観点としては 「後期中等教育における支援につなげるためのアセスメント、

の手だて 「中学校・高等学校での指導事例を含んだ指導の手だてを紹介する」等が考えられ」、

る。こうした改善によって、より使いやすい、役に立つ手だてにしていく必要がある。

(2) 学校の規模に応じた特別支援教育校内体制の在り方

本研究においては、中学校、高等学校におけ特別支援教育の校内体制と支援について明らか

にすることができた。しかし、学校の規模や校種による支援体制の在り方に取組までには到ら

なかった。今後、学校規模や校種の違いにおける特別支援教育校内体制への在り方を具体的に

していく必要があると考える。

＜おわりに＞

この研究を進めるに当たり、ご協力いただきました研究協力校の先生方、生徒の皆さんに心からお

礼を申し上げます。また、研究協力員としてご協力いただきました先生方に感謝申し上げます。
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